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※「木の実のお酒づくりにおける留意事項」
　○自家消費限定（販売すると酒税法違反）
　○使用する酒類はアルコール度数20度以上で酒税が課税済みのもの
　○漬け込めない木の実はぶどう及び山ぶどう
詳しいことは国税庁ホームページ「お酒についてのQ&A」をご覧下さい。












